
（あて先）富山県中新川郡立山町長 令和　　　年　　　月　　　日

【転出届に関連する手続きについて】

・その他お問い合わせは、立山町役場　各担当課まで（℡０７６－４６３－１１２１）

●転出届の送付先（立山町から他の市区町村へ転出する場合）

〒930-0292 富山県中新川郡立山町前沢２４４０番地

立山町役場　住民課住民係

・児童手当の手続きについては、立山町住民課までお尋ねください。

転出届(郵送用)

旧住所

新世帯主

旧世帯主

□ 『転出証明書の交付請求』
　転出証明書を返送しますので、必ず返信用封筒(切手貼付)に新住所を記載のうえ同封して
ください。（返送先は、新住所地に限ります。）

転出届の方法…下欄へ必要事項を記載のうえ、□のいずれかにチェックをして、住民係までお送
りください。

※届出人の本人確認のため、官公署発行の顔写真付き身分証明書のコピーを同封してください。
（運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなど）

異 動 者 の 氏 名

1

2

3

『転入届の特例』（個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方のみ手続き可能
です。個人番号カード又は住基カードのコピーを同封してください。）
　※『転入届の特例』とは、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合、『転出証明
書』の交付を受けなくても、転入地の市町村窓口で転入届書を記載のうえ、個人番号カードまたは住
民基本台帳カードの提示と暗証番号を入力することによって、届出をすることができる制度です。
（転出市町村での転出届は必ず必要です）
　この特例を受けられる場合は、転出証明書の交付を省略することとなるため、返信用封筒の同封は
不要です。

□

電話番号
(昼間連絡のとれる)

　　　　－　　　－

異動日 年 月 日  ←いつから新しい所に住みましたか？

届出人
氏　名

新住所

性 別生 年 月 日

明治･大正･昭和･平成･令和・西暦

　　年　　月　　日　

続 柄

4

5

明治･大正･昭和･平成･令和・西暦

　　年　　月　　日　
明治･大正･昭和･平成･令和・西暦

　　年　　月　　日　
明治･大正･昭和･平成･令和・西暦

　　年　　月　　日　
明治･大正･昭和･平成･令和・西暦

・国民健康保険証や介護保険被保険者証をお持ちの方は、この申請書と一緒にお送りくださ
い。

・小中学校の転校手続きについては、立山町教育課までお尋ねください。

　　年　　月　　日　


